
消費税インボイス実務と 

電子帳簿保存法対応セミナー 

 事業環境変化対応型支援事業 

 

 

 

 

 

令和５年１０月から適格請求書等保存方式（インボイス制度）が始まりました。そして、令和６年

１月より電子帳簿保存法が義務化されます。 

本セミナーでは、インボイス制度導入による買い手側や売り手側の対応や、電子帳簿保存法の対

応について、中小・小規模事業者が具体的に対応すべき事項を解説いたします。 

主催 袋井商工会議所・中小企業相談所（Ｆ-Ｓｔａｔｉｏｎ） 

            共催 磐田税務署管内青色申告会袋井支部 

◆日 時：令和５年１２月１２日（火）１５：００～１７：００ 

◆会 場：袋井商工会議所 3階会議室（袋井市高尾 1129-1）  

◆受 講 料：無料 ※中小・小規模事業者／会員・非会員問わず 

◆定 員：３０名（定員になり次第締め切りとさせていただきます） 

◆申込方法：下記申込書に必要事項をご記入の上ファックスにてお送りください 

◆駐 車 場：まちなかにぎわい駐車場（駅前ローソン交差点から西へ 50ｍ北側） 

        駐車場内、車止めにキラット専用の表示がある場所へ駐車ください。※チケットの購入は不要です 

 

【講師】伊藤
い と う

 誠
まこと

 氏 

あおぞら税理士法人 税理士 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申込・問合せ 袋井商工会議所 Ｆ-Ｓｔａｔｉｏｎ TEL:0538-42-6151  FAX:0538-42-9871 

事 業 所 名  ＴＥＬ  

所 在 地  ＦＡＸ  

受講者氏名 
 

※ご記入頂きました情報は、主催者からの各種連絡・情報提供のみに利用させていただきます。 

消費税インボイス実務と電子帳簿保存法対応セミナー参加申込書（切らずに FAX してください） 

【講座内容】 

●インボイス制度の概要 

●免税事業者に対する負担軽減措置

について 

●インボイスの具体的な対応 

 ・仕入先がインボイスを登録して

いないことによる影響 

 ・買い手側、売り手側の対応 

●電子帳簿保存法の対応 

【プロフィール】 

東京の会計事務所勤務を経て、平成 17 年 12 月あおぞら税理士法人の前身となる

兼子会計事務所に入社。25歳で税理士試験に合格し、平成 25年 9 月税理士登録。 

顧問先企業の経営者と従業員の生活を守るために何をすべきかを第一に考え、経

営者には自社の限界利益率や資金繰りを意識してもらうことを信念としている。 


